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午前：概ね10：00-12：00

午後：概ね14：00-16：00

◎自立支援協議会　全体会

午　前 午　後

1 4月24日 木 〇 801・802会議室

2 9月3日 水 〇 801・802会議室

3 12月11日 木 〇 801・802会議室

4 3月9日 月 〇 801・802会議室

◎自立支援協議会　運営会議

午　前 午　後

1 4月7日 月 ○ 第6委員会室
セキュリティの関係で、10分前
に障害者福祉課窓口集合

2 7月29日 火 ○ 第6委員会室
セキュリティの関係で、10分前
に障害者福祉課窓口集合

3 11月4日 火 ○ 第6委員会室
セキュリティの関係で、10分前
に障害者福祉課窓口集合

4 2月6日 金 ○ 第6委員会室
セキュリティの関係で、10分前
に障害者福祉課窓口集合

NO 月　　　　日 曜日

区　　　　分

会　　　議　　　室 備　　　　　考

令　和　7　年　度　日　程　表

NO 　月　　　　日 曜日

区　　　　分

会　　　議　　　室 備　　　　　考
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八王子市障害者地域自立支援協議会設置要綱 

 

平成２３年３月２４日施行 

平成２４年４月１日改正 

平成２５年４月１日改正 

平成２５年８月２６日改正 

平成２６年４月１日改正 

平成３０年４月１日改正 

令和７年４月１日改定 

 

（目的及び設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第８９条の３の規定に基づき、誰もが、障害の有無、年齢、性別を問

わず、地域社会でともに支えあい、安心して暮らせるまちづくりを目指し、保健、医

療、福祉、教育、労働などの分野で様々な人や機関と連携し、相談支援体制の充実な

どを図り、本人の意向に基づいた必要な支援を受け、生涯すべての場面において、自

立した日常生活を営むことができる社会を構築するための協議の場として、八王子市

障害者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

⑴ 相談支援事業の運営等に関すること。 

⑵ 困難事例への対応のあり方に関すること。 

⑶ 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。 

⑷ 地域における社会資源の開発、改善に関すること。 

⑸ 障害者計画及び障害福祉計画の進行管理、評価等に関すること。 

⑹ 八王子市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条  

 例（令和３年八王子市条例第７３号）第２４５条 第６項に規定する日中サービス

支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等に係る要望、助言等に関すること。 

⑺ その他協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２７人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市指定相談支援事業者 

⑶ 基幹相談支援センター 

⑷ 障害者支援機関 

⑸ 障害者団体の代表者 

資料３ 



⑹ 障害当事者 

⑺ 保健医療関係者 

⑻ 教育関係者 

⑼ 社会福祉関係機関 

⑽ 町会・自治会、産業経済の代表 

⑾ 公募市民 

２ 協議会の下に運営会議及び必要に応じて部会等を置くことができる。 

３ 協議会等の運営に関し必要な事項は、別途要領により定める。 

（謝礼） 

第４条 協議会の出席者には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（守秘義務） 

第５条 協議会、運営会議等に出席した者は、協議・運営上知り得た秘密や個人に関す

る情報を他に漏らしてはならない。 

（事務局） 

第６条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉部障害者福祉課に事務局を置き、協議会

の庶務は事務局において処理する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年３月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



八王子市障害者地域自立支援協議会運営要領  

 

平成 23 年 3 月 24 日施行 

 

第１ 趣旨 

   八王子市障害者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）の運営に

関し、八王子市障害者地域自立支援協議会設置要綱に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。  

第２ 委員の委嘱等 

   委員は、市長が委嘱又は任命する。  

第３ 委員の任期 

委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

第４ 役員 

１ 協議会に、次に掲げる役員を置く。  

   ⑴ 会 長 １人 

   ⑵ 副会長 １人 

２ 役員は、委員の互選により定める。 

第５ 役員の職務 

１ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。  

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第６ 協議会の会議 

１ 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。  

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。  

３ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。  

４  協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

５  会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意

見を聴くことができる。  

６  協議会は、公開するものとする。ただし、運営会議等については、協議会

の決定により公開しないことができる。  

第７ 運営会議等 

１  協議会の下に運営会議及び必要に応じて専門部会（以下「部会」とい

う。）、プロジェクトチームを設けることができる。  

２ 運営会議は幹事会とし、協議会の運営・方向性等検討する。  

３  運営会議は、協議会の構成委員の中から１０名程度を選出し、おおむね２

か月に１回開催する。  

４ 運営会議には座長、座長代行を置き、構成員の互選によりこれを定める。  

５ 座長は、運営会議の検討事項を協議会に報告する。  
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６ 座長代行は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。  

７ 部会は、会長の指名する者をもって構成し、協議会が指定する事項につい  

て検討する。 

８ 部会には、部会長を置き、運営会議の構成員が部会長に当たる。  

９ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会での活動を協議会に報告する。  

１０  プロジェクトチームは、必要に応じて設置し、協議会が指定する事項に

ついて調査研究する。  

１１  プロジェクトチームの代表には、運営会議の構成員が当たり、必要に応

じて調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。  

第８ その他 

この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮ってこれを定める。  

  

附 則 

１ この要領は、平成２３年３月２４日から施行する。  

２ この要領の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第３の

規定にかかわらず、平成２６年３月３１日までとする。  

 附 則 

 この要領は、平成２９年７月１８日から施行する。  
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たか

嵜
さき
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つうしょ
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やまかわ

　　　徹
とおる

八王子
は ち お う じ

いちょうの会
かい

(通所
つうしょ

） 　　　有賀
あ り が

　　　豊
ゆたか

マインドはちおうじ（リサイクルわかくさ）

(施設
し せ つ

）

　　　氏
う じ

平
ひら

　　　啓
けい

子
こ

　　　土
ど

居
い
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ゆき
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八王子
は ち お う じ

ワークセンター
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　ねぎし　　　　　　　けい
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いくせいえん
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しゅうろう

）

(身体
しんたい

） 夛田
ただ

　　　靖
やすし
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し

八王子
は ち お う じ

障害者
しょうがいしゃ
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協議会
きょうぎかい
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NPO法人
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しかく
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　　　田中
た な か

　　　敦子
あ つ こ

八王子
はちおう じ

市
し

保健所
 ほ  けん じょ

長
ちょう

(身体
しんたい

） 　　　宮本
みやもと

　　　一郎
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八王子市聴覚障害者協会
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た ま る

      俊彦
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せいしん
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ヒューマンケア協会
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教育
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南大沢学園
みなみおおさわがくえん

　校長
こうちょう
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しゃかい
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ふくし

関係
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きかん
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町会
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あおき　   　  　      なおこ

      土屋　　　由美
つちや　          　　ゆみ公募

こうぼ

市民
しみ ん
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令 和 ７ 年 度 協 議 会 組 織 図

土居委員 中島委員 氏平委員 高嵜委員 塚田委員
部
会
長

小林（遼）課長補佐兼主査塩澤主査金子課長補佐兼主査小林（暁）課長補佐兼主査栗原主査

　「八王子市障害者地域自立支援協
議会」は総合支援法によって設置を
規定された委員会です。
　障害の有無にかかわらず、誰もが
安心して地域で暮らしていけるよう
に、保健、医療、福祉、労働、教育の
各分野が協力し、５つの専門部会を
構成し、市民と行政が一体となって支
援していくための組織です。

全　　　体　　　会

運　営　会　議
(幹　 事　 会）

事　　　務　　　局
(障害者福祉課）

障
害
者
福
祉
課

 
障害者を支援する各
事業所が、様々な課
題の解決に向けた協
議をするとともに、事
業所間の連携及び事
業所のスキルアップ
を図るなど、より良い
支援の実施に向けた
取組を行う。

★グループホーム連
絡会
★日中活動系連絡会
★委託・拠点事業所
連絡会
・地域生活支援拠点
事業の運営協議

福祉・自立支援
医療担当

事業者指定担当

障害のある人もない
人も共に安心して暮ら
せる八王子づくり条例
の基本理念にのっと
り、障害のある人への
理解を深める取組や
差別をなくすための取
り組みを協議実施す
る。

・イベントの開催
・障害理解のガイド
ブック作成
・施設従事者向け虐
待防止研修の実施
　　　　　　　　　　　など

地域課題の抽出と、
解決に向けた具体策
の協議、及び地域関
係機関の連携強化、
人材育成を行う。ま
た、医療機関と相談
支援の相互理解・連
携を促進し、地域移
行の推進を図る。

★事例検討WG・相談
支援事業所事例、地
域移行事例
★全体会（研修）・支
援者のスキルアップ
研修、地域移行に関
する研修など

事業者指定担当
施設担当

援護ワーカー担当

地域で暮らす障害児
について、保護者が
安心して子育てできる
環境、子どもたちがの
びのびと健やかに成
長し、将来自立した生
活を送れるよう、ライ
フステージに即した切
れ目ない支援に関す
る現状把握と情報の
共有を行い、成人期
へスムーズな移行が
できるよう支援体制を
構築するための協議
を行う。

★放課後等デイサー
ビスワーキング
★医療的ケア児等
ワーキング（W）
★発達障害児ワーキ
ング（W）

援護ワーカー担当
施設担当
総務担当

援護事務担当

援護ワーカー担当

権
利
擁
護

推
進
部
会

相
談
支
援

地
域
移
行

部
会

就
労
支
援

部

会

子

ど

も

部

会

地
域
継
続

支
援
部
会

地域で「働く」当事者
の現状や就労支援の
在り方などについて
考えて参ります。
少しずつ関係者の
ネットワークを広げ、
企業就労に向けた課
題を考えていく。

★就労移行支援事業
所連絡会
★就労支援者連絡会
★特別支援学校新規
卒業生の支援移行に
係る連絡会
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八王子市障害者基幹相談支援センター 

 

 

１ 業務の目的 

 本業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号、以下「障害者総合支援法」という。）第 77 条の 2 第 1 項に基づく基

幹相談支援センター業務を運営し、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹と

して、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、より良い相談支

援体制を構築することを目的とする。 

 

 

２ 業務内容 

(1)  総合的・専門的な相談支援 

(2)  地域の相談支援体制の構築強化 

(3)  地域移行・地域定着推進の取り組み 

(4) 権利擁護・虐待防止 

(5) 自立支援協議会との連携 

 

 

3 運営形態 

(1) 障害者基幹相談支援センターは八王子市福祉部障害者福祉課内に設置する。 

(2) 専門的な知識を有する業務については、業務委託で実施する。 

(3) 障害者福祉課と受託業者による共同運営の形態をとる。 

 

 

4 業務委託 

(1) 一般社団法人おおるり 八王子市基幹相談支援センター 

八王子市明神町４-14-1-303（事務所兼執務室） 

(2)市内相談支援事業所から地域の相談支援体制の強化などについて担うことが可能な

中核人材を募集し、同意を得た事業所から職員が出向する形態をとり、合同で法人を

設立。 

 

 

5 人員体制 

(1)障害者福祉課 8 名（兼務）：相談等 2 名、自立支援協議会（各部会を含む）6 名 

(2)一般社団法人おおるり 八王子市基幹相談支援センター 

・常勤 4 名：相談員 3 名、事務職員 1 名 

・その他、地域課題に対応した各種アドバイザー（非常勤）6 名 
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八王子市障害者地域自立支援協議会 

令和 7年度権利擁護推進部会事業計画 

 

①定例会の開催 

【開催日時】：①令和 7年 4月 15日、②5月 27日、③6月 17日、④7月 15日、⑤8月 19日、⑥9月 16

日、⑦10月 14日（水）、⑧11 月 5日、⑨令和 8年 1月 13日、⑩2月 17日、⑪3月 10日 

【開催時間】10:15-11:45 

【開催場所】八王子市役所本庁舎 

 

②障害者サポーター養成講座：八王子市民向けの障害者への合理的配慮・サポートに関する講座 

開催方法：対面（グループワーク形式） 

開催場所：八王子市役所本庁舎、生涯学習センター（クリエイトホール）など 

開催回数：3回 

開催日時（会議室予約）：①令和 7年 5月 30日、②8月 29日、③令和 8年 2月 27日 

対象人数：20名/回 

 

③障害者サポーター養成講座のファシリテーター養成 

開催方法：対面（グループワーク形式） 

開催場所：八王子市役所本庁舎、生涯学習センタークリエイトホールなど 

開催回数：3回 

開催日時（会議室予約）：①令和 7年 5月 30日、②8月 29日、③令和 8年 2月 27日 

対象人数：4名 

 

④差別禁止条例周知イベント（いちょう祭り）：障害者差別禁止条例の周知、障害理解の促進 

開催内容：点字体験、クイズなどのブース出展、ステージ発表、デフリンピック周知協力 

開催日時：令和 7年 11月 15（土）、16日（日）※予定 

開催場所：いちょう祭り会場（陵南公園） 

開催回数：1回（2日間） 

 

⑤条例ガイドブック「みんなちがってみんないい」活用周知（小学校向け） 

実施内容：令和 6 年度に実施した八王子市内の小学校対象の条例ガイドブック活用状況調査アンケート

結果を分析し、より多くの小学校で効果的に活用してもらえるよう検討を行う。また必要に応じて、条

例ガイドブックの周知を行っていく（学校訪問、教職員研修などでの周知）。 

 

⑥障害者虐待防止研修：八王子市内の福祉事業所向けの虐待防止に関する研修 

開催方法；講義形式  

階催場所；八王子市役所本庁舎 801・802 

開催回数：2回 

対象人数：約 50名/回 

開催日時（会場予約）：令和 7年 8月 14日、9月 24日、10月 6日の夜間 

 

⑦八王子市役所職員研修（障害理解）：八王子市役所職員向け障害者への適切な対応方法に関する研修 

開催方法：オンライン（動画配信を含む）または対面 

開催場所：対面の場合は八王子市役所 

開催回数：1回 

 

⑧権利擁護推進部会報告会 

 

⑨地域課題の抽出（障害者計画、障害福祉計画と部会活動との連動） 

資料８-１ 



 令和７年 4月 24日 

 

令和 7年度（2025年度） 八王子市障害者地域自立支援協議会 

相談支援・地域移行部会 活動計画 案 

 

1. 相談支援・地域移行部会 

（１） 定例会の開催（5月、3月、計 2回） 

① 原則、部会員全員が出席 

② 相談支援ワーキング、地域移行支援推進ワーキング、それぞれの取り組むことを整理する 

③ 相談支援ワーキング、地域移行支援推進ワーキング、それぞれからあげられた 

地域課題を整理し、部会で取り組めることを検討 

④ 各ワーキングであげれた地域課題を整理し、自立支援協議会全体会へ提案内容を取りまと

める 

 

2. 課題別作業ワーキング 

（１） 課題別ワーキングの開催（7月、9月、11月、1月、計 4回） 

① 各地域課題別ワーキングの開催時期と内容 

・相談支援ワーキング 

※相談支援の課題検討及び八王子相談支援連絡会 

・地域移行支援推進ワーキング 

※地域移行支援の課題検討 

② 原則、各担当者が出席（担当者以外の出席も可能） 

③ 地域課題を把握・抽出し、相談支援地域移行部会で取り組めることを検討し 

課題解決に向けた取り組みをすすめる 

 

※WG＝ワーキングを略 

※課題別ワーキングの状況に応じて、上記以外の開催 

 

 

  開催日程（予定） 時間 会場 ※主な内容 

第 1回 定例会 令和 7年 5月 12日（月） 15-17時 市役所第 6会議室 

※年間予定及びワーキングで 

取り組むことを確認する 

第 2回 相談支援WG 令和 7年 7月 14日（月） 

※現任研修受講者傍聴予定 

15-17時 市役所第 6会議室 

第 3回 地域移行支援 

推進WG 

令和 7年 9月 16日（火） 15-17時 市役所第 6会議室 

第 4回 相談支援WG 令和 7年 11月 10日（月） 15-17時 市役所第 6会議室 

第 5回 地域移行支援 

推進WG 

令和 8年 1月 19日（月） 15-17時 市役所第 6会議室 

第 6回 定例会 令和 8年 3月 10日（火） 10-12時 市役所 802会議室 

※全体課題集約 

Admin
テキストボックス
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相談支援・地域移行部会（定例会）

相談支援

ワーキング

八王子相談支援連絡会

地域移行支援推進

ワーキング

【事務局】

八王子市基幹相談支援センター

3. 研修会 

・所属機関を超えた、人材育成とともに、つながりを作る場、ネットワーク形成を進める場とする 

 開催日程（予定） 時間 会場（予定） テーマ案 

第１回 令和 7年 9月 15-17時 未定 医療・福祉の交流企画 

第 2回 令和8年3月12日（木） 15-17時 市役所 802 高齢分野との交流企画 

※開催日時、会場は変更の可能性あり 

 

 

4. 八王子相談支援連絡会の開催 

・基幹相談支援センターと連携し開催予定 

・相談支援事業所、相談支援専門員同志の交流の場、相互研鑽の場、相談支援の質の向上にむけた研修

会の実施 

 

 

5．その他 

・令和 5 年度までは八王子相談支援連絡会で実施、令和 6 年度からは相談支援地域移行部会で実施し

てきた事例検討会は、基幹相談支援センター設置に伴い、基幹相談支援センターで実施開催する。 

・相談支援・地域移行部会の事務局を八王子市基幹相談支援センターで担い、八王子市における相談支

援体制の整備をすすめる。 

・八王子市におけるにも包括（精神障害にも対応した地域包括ケアシステム）との連携もすすめ、包括的支

援体制整備をすすめる 

 

 開催日程（予定） 時間 会場 テーマ案 

第 1回 令和 7年 8月 15-17時 未定 相談支援のネットワーク形成と研

修会 第 2回 令和 8年 2月 15-17時 

令和 7年度相談支援・地域移行部会 イメージ 



日程 場所 内容

1
6月11日（水）
10:00～12:00

オンライン
１．各機関の概況、意見交換【支援機関の支援状況、定着状況、地域の雇用状況等】
２．八王子市の現状の捉え方について
３．就労選択支援事業に関する部会の活動について

2
10月15日（水）
10:00～12:00

オンライン
１．地域課題について～障害者計画を元に、就労支援・職業生活支援に関連するテーマ
についての意見交換、事例検討、関連施策や制度　など

日程 場所 内容

1
特別支援学校高等部在学生（３年生）のアセスメント実施
＊初回連絡会：5月中旬予定

日程 場所 内容

1

①7月　②9月
③11月　④2月

【時間】
15:30～17:00

オンライン
就労支援機関、医療機関等の就労支援者を対象とした研修会を企画、ネットワークの形
成や地域での育成の場を作る。

日程 場所 内容

1

・8月～引継ぎ調整
・9月：進路後援会
（南）
・12月：保護者ガイダ
ンス（八西）
・3月：連絡会

　特別支援学校を新規に卒業して企業就労を開始する生徒の支援移行について、卒後の
課題や支援の在り方の共有、引継ぎの調整などを関係者間で行い、円滑な支援移行と定
着支援を目指す。
＊市内2か所の就労支援センター（タラント・ふらん）で受け入れ可能な態勢を調整

日程 場所 内容

1 *進め方については改めてご相談させていただきます。

5．就労選択支援事業（国の新規事業、令和７（2025）年10月開始）にかかる調整

【就労支援部会　2025年度開催予定】

《テーマ》
１．定例会（年2回）＊オンライン開催
　　～地域の障害者雇用、就労支援の現状を把握し、課題等を考える
　・基礎データの把握：雇用状況、企業側の状況、求職者状況、就労条件など
　・地域課題の把握：障害者計画等を元に、就労支援や、当事者の職業生活、生活設計等の現状を捉える。
　
２．特別支援学校新規卒業生の就労継続支援B型事業所利用に係るアセスメントの実施
　　高等部3年生対象、実施調整

３. 就労支援者連絡会（年4回）＊オンライン開催
　　就労支援機関、医療機関、企業等の障害者雇用・就労支援関係者の連絡会（活動事例紹介等）
　　異なる領域間のネットワークの形成や地域での育成の場を作る

４．特別支援学校新規卒業生の支援移行調整
　　特別支援学校を卒業し、企業就労を開始する生徒の支援移行調整、関係者の連絡会を開催
　　連携関係の充実により、円滑な支援引継とその後の効果的な就労定着支援を目指す

５．就労選択支援事業（国の新規事業、令和７（2025）年10月開始）にかかる調整
　①特別支援学校卒業後、B型事業所を利用する生徒への対応について
　②市内における就労選択事業の実施に係る状況把握、円滑・効果的な実施に向けた諸調整（予定）
　　R7(2025)年度・・事業を開始する事業所数等の把握、手続き等確認事項の把握
　　R8(2026)年度・・市内の実施状況の把握
　　　　　　　　　　R9(2027)以降に向けたA型及び就労移行延長にかかる事業の見込み量、確認事項等
    R9(2027)年度・・A型及び就労移行延長に係る円滑・効果的な実施に向けた確認、諸調整

1.定例会

2．特別支援学校新規卒業生の就労継続支援B型事業所利用に係る移行支援事業所のアセスメントの実施

3.就労支援者連絡会

4.特別支援学校新規卒業生の支援移行に係る連絡会
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令和 7 年度 子ども部会 活動計画（案） 

 

年 2 回の全体会を開催し、3 つのワーキングチームに分かれて活動を行います。 

 

1. 子ども部会（全体会）を開催します。 

（1） 年 2 回、会議を開催します。 

日程 第１回 ５月８日（木）10：00～12：00、第２回 2 月 12 日（木）10：00～12：00 

（2） 委員所属団体の概況、意見交換を行います。 

（3） 各ワーキングチームの活動報告と課題の共有を行います。 

 

2. 医療的ケア児ワーキングチームの活動 

（1） 年 4 回、会議を開催します。 

日程 第１回 6 月 5 日（木）10：00～12：00、第２回 7 月 10 日（木）10：00～12：00、 

   第３回 11 月 7 日（木）10：00～12：00、第４回 1 月 22 日（木）10：00～12：00 

（2） 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業、その他サービス等について、昨年度から継続し

て対象や内容等の見直しについて検討していきます。 

（3） 医療的ケア児ガイドブック（八王子市版）作成について検討します。 

（4） 医療的ケア児・重症心身障害児者が利用している社会資源について、昨年度に作成したリスト

をもとに情報の更新、意見交換を行います。 

（5） 医療的ケア児保護者のニーズの共有をします。 

（6） 八王子市における医療的ケア児のニーズ調査の結果報告、意見交換を行います。 

（7） 八王子市における医療的ケア児等の災害対策について、現状と課題を確認していきます。 

 

3. 児童発達支援・放課後等デイワーキングチームの活動 

（1） 年 4 回、会議を開催します。 

日程 第１回 5 月 29 日（木）10：00～12：00、第２回 9 月 11 日（木）10：00～12：00、 

   第３回 11 月 20 日（木）10：00～12：00、第４回 2 月 5 日（木）10：00～12：00 

（2） 事業所訪問、事業所見学会の活動を継続し、顔が見える関係づくりを促進します。 

 

4. 発達障害児ワーキングの活動 

（1） 年 4 回、会議を開催します。 

日程 第１回 6 月 19 日（木）10：00～12：00、第２回 8 月 28 日（木）10：00～12：00、 

   第３回 10 月 23 日（木）10：00～12：00、第４回 12 月 11 日（木）10：00～12：00 

（2） 昨年度から継続して、地域における発達障害児者等の支援体制を分析・点検するための地域評

価ツール『Q-SACCS』を活用し、八王子市の現状の支援体制の整理と課題を見える化し、ラ

イフステージに応じた切れ目のない支援体制づくりについて検討していきます。 

 

※ワーキングチームの会議日時は、上記以外の日程であっても必要時、随時活動するものとし、それに

ついては、ワーキングチーム内で検討することとします。 

資料８-４ 



令和７(2025)年4 月 

令和７年度第一回八王子市障害者地域自立支援協議会 

地域継続支援部会計画 

 

１．地域継続支援部会 令和７年度計画 

① 全体会の開催（年２回） 

第一回全体会 5月13日(月)13:00-14:30 第6委員会室 

各連絡会の今年度活動と共通課題への取り組み 

・グループホーム連絡会 

・日中活動支援事業所連絡会 

・委託・拠点事業所連絡会 

第二回全体会 2月27日(金)13:00-14:30 第6委員会室 

各連絡会での情報共有と共通課題の取りまとめ 

・グループホーム連絡会 

・日中活動支援事業所連絡会 

・委託・拠点事業所連絡会 

② 地域課題への取り組みとしての研修会等（未定） 

・移動支援事業所（ガイドヘルプ）、ヘルパー事業所の情報交換会など 

・求人に関する勉強会（オンライン） 

 

２．委託・拠点事業連絡会 令和７年度計画 

① 定例会の実施 隔月開催 4，6，8，10，12，2月開催 ヒューマンケア協会３F 

・差別虐待事例情報共有、拠点継続事例協議等 

・各会議体報告  【相談支援・地域移行部会、権利擁護部会、地域継続支援部会、権利擁護

に関する調整委員会、重層的相談支援、にも包括支援】 

・拠点事業報告会 2026年2月開催予定 

②  拠点コーデネーター会議の実施 毎月開催 ヒューマンケア協会３F 

・事例検討、課題整理と展開、研修等 

・拠点協力事業所交流会  ５，7，９，10，１２月開催 拠点ハウス 

③  ピアサポート活動の実施 

・精神科病院病棟、デイサービス訪問、ピアサポーターＭＴの定期開催 

 

３．日中活動支援事業所連絡会 令和７年度計画 

① 幹事会の開催（年６回 必要に応じ追加開催） 

・研修会・見学会・交流会・分科会・その他課題に対する企画・検討 

・第６委員会室およびオンラインにて開催 

② 研修会の開催（年２回 グループホーム連絡会と合同開催 テーマ未定） 
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・第一回研修会 10月1日(水)18:00-20:00 801・802会議室 

・第二回研修会 2月10日(火)18:00-20:00 801・802会議室 

③ 市内施設の見学交流会開催の企画・検討 

・幹事法人を中心に見学地域を選定（8地域程度）し開催を企画する 

・施設見学だけでなく、職員の交流会も同時開催する 

④ 施設職員交流会開催の企画・検討 

・日中連の施設職員を対象とした交流親睦会の開催検討 

⑤ 分科会開催の企画・検討 

・事業種別、テーマ別、障害種別、地域別の分科会の開催 

⑥ 職員不足への対応 

・八王子市による『医療・福祉のしごと就職フェア』の開催 

・上記フェア以外の施策の検討と実施 

⑦ その他課題に対する検討・対応 

・日中連の各施設や地域からの課題について都度検討・対応する 

 

４．グループホーム連絡会 事業計画（案） 

① 幹事会（隔月開催で年 6回、基本市役所で開催、5.7.9.11.1.3月） 

② 全体会（6/3市役所で開催、事業計画についてグループで意見交換をおこなう。終

了後交流会も） 

③ グループホーム見学交流会（年 3回ぐらい 8.12.2月） 

④ 入居者及び職員の交流会（5.7.11.1月） 

・入居者及び職員の交流会としてＢＢＱを予定（５月に幹事中心のテスト開催をし 

た上で秋に本格実施） 

・現場職員や管理者等の交流会も飲み会的なものを予定 

⑤ 研修会 

・日中連との合同研修を年に 2回予定、10.2月（テーマは未定） 

・グルホ連独自の研修も必要に応じて企画（地域連携推進会議、防災、強度行動 

障害、医ケア等） 

⑥ 実態調査（2025年 5月～2026年 3月） 

・前回（2013年度）のものを参考に２本立てを予定 

グーグルフォーム利用した調査 

（調査項目検討、フォーム作成、調査開始～終了。5～10月） 

訪問調査 

（調査開始～終了。11.12月） 

実態調査集計、報告書作成（1～3月） 

⑦ その他  

・情報共有を図るための取組を検討（ユニット単位でのメアド登録をすすめる等） 
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（社協） 第２次地域福祉推進計画
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さいがい

時
じ

に自力
じ り き

で避難
ひ な ん

することが難しい
むずかしい

方
かた

（避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

）への支援
し え ん

の新
あら

たな仕組
し く

みづくりを開始
か い し

し、自治体
じ ち た い

の努力
どりょく

義務
ぎ む

として位置
い ち

づけられた

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

に取
と

り組
く

んでおります。 

本市
ほ ん し

では、市
し

が定
さだ

めた避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の要件
ようけん

に該当
がいとう

する方
かた

のうち、ハザードエリアに居住
きょじゅう

す

る方
かた

を、優先的
ゆうせんてき

に個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

する対象者
たいしょうしゃ

とし、計画
けいかく

作成
さくせい

にあたっては、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の要件
ようけん

ごとに計画
けいかく

作成者
さくせいしゃ

を定めて
さ だ め て

おります。 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

しており、要件
ようけん

２（裏面
り め ん

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の要件
ようけん

参照
さんしょう

）に該当
がいとう

し、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を利用
り よ う

している対象者
たいしょうしゃ

につきましては、担当
たんとう

の相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

にご協力
ごきょうりょく

いただき、

計画
けいかく

作成
さくせい

を進
すす

めておりますが、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の利用
り よ う

がない対象者
たいしょうしゃ

につきましても、昨今
さっこん

多発
た は つ

する災害
さいがい

に備
そな

えるため、セルフプラン方式
ほうしき

※での個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

を進
すす

めていきたいと考
かんが

えて

おります。 

つきましては、下記
か き

のとおり送付
そ う ふ

させていただきますので、可能
か の う

な限
かぎ

りご家族
か ぞ く

などの日常的
にちじょうてき

な

支援者
しえんしゃ

と一緒
いっしょ

に、同封
どうふう

したマニュアルや同意書
どういしょ

事項
じ こ う

等
とう

をご一読
いちどく

いただき、同意書
どういしょ

の内容
ないよう

や制度
せ い ど

の

趣旨
し ゅ し

をご理解
り か い

、ご同意
ど う い

の上
うえ

、個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画書
けいかくしょ

の作成
さくせい

及び提出
ていしゅつ

をお願
ねが

いいたします。 

 

※ セルフプラン方式
ほうしき

とは、専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

を有
ゆう

するケアマネジャーや相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

などの   

専門
せんもん

職
しょく

とのつながりがない対象者
たいしょうしゃ

が、身近
み じ か

な支援者
しえんしゃ

であるご家族
か ぞ く

などの協 力
きょうりょく

を得
え

て、ご自身
じ し ん

で個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

する方法
ほうほう

。 

 

記
き

 

 

１ 個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

対象者
たいしょうしゃ

 ※この通知
つ う ち

は以下
い か

に該当
がいとう

する方
かた

に送
そう

付
ふ

しています。 

令和
れ い わ

６年
ねん

（2024年
ねん

）４月
がつ

１日
にち

時点
じ て ん

で、市
し

で定
さだ

めた避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の要件
ようけん

（次
じ

頁 表
ぺーじひょう

参照
さんしょう

）の

うち「要件
ようけん

２」に該当
がいとう

し、かつハザードエリア（浸水
しんすい

0.5 ｍ
メートル

未満
み ま ん

を除
のぞ

く）に居住
きょじゅう

する方
かた

のう

ち、個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

及
およ

び情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

に同意
ど う い

した方
かた

 

 

ご家族
ご か ぞ く

などの支援者
し え ん し ゃ

の方
かた

と一緒
いっしょ

にお読み
お よ み

ください。 

案内
あんない

文案
ぶんあん

 

裏面
り め ん

をご確認
ごかくにん

ください 
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  避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の要件
ようけん

 

要件
ようけん

 

要件
ようけん

１ 要介護
ようかいご

３以上
いじょう

の認定
にんてい

を受
う

けており、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

していない方
かた

 

要件
ようけん

２ 
次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

で、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

していない方
かた

 

【自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

な方
かた

・避難
ひ な ん

情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

が困難
こんなん

な方
かた

・避難
ひ な ん

の判断
はんだん

が困難
こんなん

な方
かた

】 

要件
ようけん

３ ７５歳
さい

以上
いじょう

のひとりぐらし高齢者
こうれいしゃ

で、自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

かつ同意
ど う い

をする方
かた

 

要件
ようけん

４ ７５歳
さい

以上
いじょう

のみの世帯
せ た い

で、自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

かつ同意
ど う い

をする方
かた

 

要件
ようけん

５ その他
ほか

、特
とく

に災害
さいがい

時
じ

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

と市長
しちょう

が認
みと

める方
かた

 

 

２ 送付物
そうふぶつ

 

 本通知
ほんつうち

文
ぶん

 

 個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

及
およ

び情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

同意
ど う い

事項
じ こ う

 

 八王子市
は ち お う じ し

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画書
けいかくしょ

様式
ようしき

 

 個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

マニュアル 

 返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

 

 

３ 提出
ていしゅつ

方法
ほうほう

 

  以下
い か

のいずれかの方法
ほうほう

により、ご提出
ていしゅつ

をお願
ねが

いします。 

  詳
くわ

しくは、同封
どうふう

した個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

マニュアルをご確認
かくにん

ください。 

（１） Ｌｏｇｏ
ロ ゴ

フォーム（オンライン）による提出
ていしゅつ

 

右
みぎ

の二次元
に じ げ ん

コードから入 力
にゅうりょく

フォームを開
ひら

き、 

必要
ひつよう

事項
じ こ う

をご入 力
にゅうりょく

のうえ、回答
かいとう

してください。 

（２） 郵送
ゆうそう

（返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

）による提出
ていしゅつ

 

八王子市
は ち お う じ し

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画書
けいかくしょ

様式
ようしき

に必要
ひつよう

事項
じ こ う

をご記入
きにゅう

のうえ、同封
どうふう

された返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

にて、

作成
さくせい

した計画書
けいかくしょ

を福祉
ふ く し

政策課宛
せいさくかあて

に郵送
ゆうそう

してください。 

 

３ 提出
ていしゅつ

期限
き げ ん

 

令和
れ い わ

７年
ねん

（2025年
ねん

）●月
がつ

●日
にち

 

 

４ 提出後
ていしゅつご

の取
と

り扱
あつか

い 

  郵送
ゆうそう

により提出
ていしゅつ

していただいた場合
ば あ い

は、本市
ほ ん し

で集約後
しゅうやくご

、印刷
いんさつ

したものを本人宛
ほんにんあて

のご住所
じゅうしょ

に

送付
そ う ふ

いたします。（送付
そ う ふ

時期
じ き

は、４月中
がつちゅう

を予定
よ て い

）なお、個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

は、３年
ねん

を目安
め や す

に更新
こうしん

を 行
おこな

う予定
よ て い

です。更新
こうしん

の際
さい

は、改
あらた

めて通知
つ う ち

文
ぶん

と計画書
けいかくしょ

様式
ようしき

を送付
そ う ふ

させていただきます。 

 

【問
と

い合
あ

わせ先
さき

】八王子市
は ち お う じ し

福祉部
ふ く し ぶ

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 災害
さいがい

援護
え ん ご

担当
たんとう

 ●●・●● 

電
でん

話
わ

：042-620-7454（直通
ちょくつう

） ＦＡＸ
ファックス

：042-628-2477 メール：b440100@city.hachioji.tokyo.jp 


